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所得税の確定申告時期とな
りました。 

還付申告は既に１月から始
まっていますが、納付額の
ある人については、２月１
７日～３月１６日までとな
ります。 

申告に必要な資料等をご準
備ください。 

 

 

いつもお世話になっております。 
 
寒気ことのほか厳しい毎日が続いております。 
お風邪など召しませぬようお気を付けください。 
 
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 

2020 年 2 月の税務 



  
 
 
 
 
◆新卒の採用活動は３月スタート 

 文部科学省の『2019 年度の採用活動に関する調査（速報
版）』によると、中小企業の採用の広報活動開始時期は３月が
最も多く、選考開始についても３月が最多、次に４月、６月と
分散しているという結果が出ました。６月以降に選考を開始し
ているのは、大企業も含めて企業全体のおよそ３割、つまり７
割の企業は５月以前に選考を開始し、その数は昨年よりも増加
しています。経団連の指針廃止にともない、スケジュールにつ
いては政府主導となっていますが、今年も３月スタートに向けて準備を進めている企業が多いのではないで
しょうか。 

 

◆採用活動準備のポイント 

 準備段階では、これまでの採用における課題を振り返り、採用したい人数や予算などを確認して採用計画
を策定、そして求める人材像を明確化したうえで、面接官との認識の共有や面接トレーニングなども必要に
応じて行っていきます。 

 広報活動としては、民間の求人サイトや自社 HP からの採用告知、SNS を使った募集などがありますが、
打ち手を増やすために、ハローワークも活用していきましょう。 

 

◆ハローワークのサービスが変わります 

 2020 年 1 月 6 日からハローワークのシステムが刷新されます。変更点は大きく２つ、これまで課題であ
った利便性が向上し、詳細な情報の提供が可能となります。 

 具体的には、企業側からの情報を掲載する「求人者マイページ」を開設できるようになります。これによ
って、ハローワークに赴くことなく社内のパソコンから随時情報の掲載や変更ができ、また求人者とやり取
りできるメッセージ機能もあります。そして、事業所や働いている様子など画像情報の公開や、企業側から
のメッセージを PR 情報として掲載できるようになります。 

 より効果的に採用活動を進めるためには、企業の魅力を伝える採用コミュニケーショ
ンが重要です。丁寧に情報を伝えることで、就職後に「聞いていたのと違った」と感じ
て離職してしまうことの防止にもなります。自社の魅力を見つめなおして伝えること
が、人材獲得の第一歩です。 

 
 

2020 年度の採用活動に向けて 
＜税務/会計トピックス＞ 



 
 
人材確保と流出防止のため仕事と介護の両立支援を 
 
 
◆あなたの会社にサンドイッチ世代は何人？ 

サンドイッチ世代とは、子育てと親の世話を同時に行っている世代のことです。 

40 代、50 代という企業の中核を担う世代でありながら、育児と介護の負担によって仕事と両立できず離職して

しまう……そんなリスクをもった世代ともいえます。 

近年では女性だけではなく男性の介護離職の割合が高まっており、この離職防止のための両立支援を重要視する

企業が増えています。 

 

 

◆育児と介護の支援は同じ？？ 

 仕事との両立支援として、育児と介護は同様に重要な観点ですが、その

内容は大きく異なります。例えば、育児は準備期間があり子供が成長すれ

ば一定の区切りがつきますが、介護はある日突然で、どのぐらいの期間続

くのか見通しがつかない場合がほとんどでしょう。一方で、介護は育児よりも日々の時間的な制約が緩やかとも

いわれています。介護の現状は多様であり、育児と同じ施策のラインナップでは十分とはいえず、従業員の状況

を把握したうえでの施策の検討が必要です。 

 では、どのような支援策があるのでしょうか。 

 

 

◆中小企業に特化した助成金の活用 

 従業員には、93 日間の介護休業があります。この休業期間は、介護のためだけではなく、働きながら介護でき

る体制作りのための期間でもあり、必要なタイミングで取得できるよう 3 回まで分割が可能です。介護休暇制度

や介護休業中に受けられる介護休業給付金（休業開始前賃金の 67％相当）もあります。 

 企業に対しては、「介護離職防止支援助成金」の制度があり、今年度は中小企業に特化し、支給上限を拡大す

る改正が行われました。具体的には、「介護支援プラン」を策定

したうえで、例えば、従業員が介護休業を取得する、あるいは新

たに介護のための制度（フレックスタイム制度や労働時間短縮制

度など）を導入、活用するなどの要件を満たすと、36 万円（1 年

度 5 人以内）までの助成金が受けられます。 

 
 

  


